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最低制限価格等の調整について 

 

 国において、令和4年度より低入札価格調査基準を見直すこととしていることから、

本局においても、建設工事の最低制限価格等の設定方法について、下記のとおり調整

しますのでお知らせします。 

 また、令和 4 年度より本局において低入札価格調査制度を導入し、総合評価方式等

の最低制限価格を設定しない建設工事一般競争入札については、低入札調査基準価格

を設定します。 

 

記 

 

１ 最低制限価格について 

・引き続き、国の低入札価格調査基準の水準以上となるよう、設定方法を調整しま

す。 

・設定単位、設定方法については、現行どおりです。（下の表のとおり） 

・対象工事は、最低制限価格を設定する全ての案件です。 

対象案件 最低制限価格（税抜き） 
○予定価格（税込み）  
 ５千万円以上  
 ・一般競争入札  

・市と同様の設定方法で算出し、10 万円単位で設定（10

万円未満切り上げ）します。 

○予定価格（税込み）  
 １千万円以上５千万円未満  
 ・一般競争入札  

・市と同様の設定方法で算出し、10 万円単位で設定（10

万円未満切り上げ）します。  
・ただし、予定価格（税抜き）×9／10 に満たない場合は

予定価格（税抜き）×9／10（10 万円未満切り上げ）と

します。 

○予定価格（税込み）  
 １千万円未満  
 ・指名競争入札 

・市と同様の設定方法で算出し、1 万円単位で設定（1 万

円未満切り上げ）します。  
・ただし、予定価格（税抜き）×9／10 に満たない場合は

予定価格（税抜き）×9／10（1 万円未満切り上げ）と

します。 

※新潟市における最低制限価格の設定（算出）方法については、非公表です。 



２ 低入札調査基準価格等について（新設） 

  総合評価方式等の最低制限価格を設定しない建設工事の一般競争入札において、

低入札調査基準価格を設定します。 

  また、価格設定にあたっては、失格基準も規定されています。 

  設定方法等の詳細は、「新潟市水道局低入札価格調査実施要領」を参照ください。 

  

３ 実施時期 

 ・令和４年４月１日以降の入札公告及び指名通知分から適用します。 
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